
京都市告示第   号 

 地方自治法第２６０条の２第１項の規定に基づき，地域的な共同活動のための不動産又

は不動産に関する権利等を保有するための地縁による団体として，次のとおり認可したの

で，同条第１０項の規定により告示します。 

  令和元年６月３日 

京都市長 門川 大作   

１ 団体の名称 

  南中野町二部町内会 

２ 規約に定める目的 

本会は会員相互の親睦と福祉の増進を図ることを目的とし，次に掲げる事業を行う。 

    会員相互の連絡 

    美化・清掃活動 

    健康衛生・防火・防災・防犯・交通安全および環境整備活動 

    高齢者・児童・学童・青少年に関する活動 

    会員の福利厚生に関する文化・体育・レクレーション活動 

    その他本会の目的達成に必要な活動 

３ 区 域 

京都市下京区西七条南中野町２４番地から３９番地及び５６番地から８０番地までの 

区域 

４ 主たる事務所 

  京都市下京区西七条南中野町６０番地の３ 

５ 代表者の氏名及び住所 

川端 啓史 

京都市下京区西七条南中野町６０番地の３ 

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無 

  なし 

７ 代理人の有無 

  なし 

８ 認可年月日 

  令和元年５月２８日 

（文化市民局地域自治推進室） 
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